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差
額
関
税
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
豚
肉
輸
入
の
際
の
差
額
関
税
制
度
に
関
し
、
参
議
院
農
林
水
産
委
員
会
（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日
）
に
お
い
て
次
の

よ
う
な
林
農
林
水
産
大
臣
（
当
時
）
の
答
弁
が
あ
る
。
「
こ
の
豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
輸
入
価
格
が
低

い
場
合
に
は
基
準
輸
入
価
格
に
満
た
な
い
部
分
を
差
額
関
税
と
し
て
徴
収
し
て
国
内
養
豚
農
家
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
価
格
が
高
い
場
合
、
低
率
な
従
価
税
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
税
負
担
を
軽
減
し
消
費
者
の
利
益
を
図
る

と
、
こ
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
（
略
）
」 

 
 

政
府
と
し
て
、
差
額
関
税
制
度
と
は
こ
の
答
弁
に
あ
る
よ
う
な
制
度
だ
と
引
き
続
き
理
解
し
て
い
る
か
。 

二 

衆
議
院
議
員
森
山
浩
行
君
提
出
豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
九
六
第
二
四
七

号
）
に
お
い
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
合
意
で
維
持
さ
れ
た
差
額
関
税
制
度
の
「
機
能
」
と
は
「
高
価
格
の
部
位
の
豚

肉
と
低
価
格
の
部
位
の
豚
肉
と
を
組
み
合
わ
せ
て
輸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
課
税
価
格
が
分
岐
点
価
格
と
な
る
と
き
に
、
課
さ

れ
る
関
税
額
が
最
も
低
く
な
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
で
、
国
内
産
の
豚
肉
に
と
っ
て
価
格
競
争
力
が
低
い
低
価
格
の
部
位
の

み
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
つ
つ
、
高
価
格
の
部
位
を
低
税
率
で
輸
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
機
能
」
で
あ
る
と
答

弁
し
て
い
る
。
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
交
渉
開
始
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
説
明
を
対
外
的
に
行
っ
た
事
は
あ
る



 

２ 

 

か
。
あ
る
場
合
、
具
体
的
に
答
弁
あ
り
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


